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第 １ 号議案 

   固定資産評価審査委員会委員の選任について 

 次の者を固定資産評価審査委員会委員に選任したいから、地方税法（昭和

２５年法律第２２６号）第４２３条第３項の規定により議会の同意を求める。 

記 

 住  所 白石市 

 氏  名 小 関 市次郎 

 生年月日  

 住  所 白石市 

 氏  名 齋 藤 信 子 

 生年月日  

 住  所 白石市 

 氏 名 日 下 功 男 

 生年月日  

  令和２年２月１９日 

白石市長 山 田 裕 一 
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第 ２ 号議案 

   人権擁護委員候補者の推薦につき意見を求めることについて 

 次の者を人権擁護委員として推薦したいので、人権擁護委員法（昭和２４

年法律第１３９号）第６条第３項の規定により議会の意見を求める。 

記 

 住  所 白石市 

 氏  名 半 澤 美智子 

 生年月日  

  令和２年２月１９日 

白石市長 山 田 裕 一 
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第 ３ 号議案 

専決処分の承認を求めることについて 

 地方自治法（昭和２２年法律第６７号）第１７９条第１項の規定により、次のとお

り専決処分したので、同条第３項の規定によりこれを報告し、承認を求める。 

   令和元年度白石市一般会計補正予算（専決第１号） 

    （令和２年１月２０日専決） 

  令和２年２月１９日 

白石市長 山 田 裕 一 
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第 ４ 号議案 

専決処分の承認を求めることについて 

 地方自治法（昭和２２年法律第６７号）第１７９条第１項の規定により、次のとお

り専決処分したので、同条第３項の規定によりこれを報告し、承認を求める。 

   令和元年度白石市一般会計補正予算（専決第２号） 

    （令和２年２月７日専決） 

  令和２年２月１９日 

白石市長 山 田 裕 一 
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第 ５ 号議案 

訴えの提起について 

 白石市子育て応援住宅「東大畑住宅」明渡し等請求事件に関し、次のとお

り訴えを提起するので、地方自治法（昭和２２年法律第６７号）第９６条第

１項第１２号の規定により、議会の議決を求める。 

記 

１ 事件名 

    白石市子育て応援住宅「東大畑住宅」明渡し等請求事件 

２ 訴訟の相手方及び物件 

    別紙のとおり 

３ 請求の要旨 

  訴訟の相手方は、白石市子育て応援住宅「東大畑住宅」の家賃を滞納し、

本市の再三にわたる支払いの催告等にもかかわらず、これを支払わないの

で、住宅の明渡し及び滞納家賃の支払いを求めるものである。 

４ 訴訟遂行の方針 

 (1) 弁護士を訴訟代理人と定める。  

 (2) 判決の結果、必要がある場合は上訴することができる。 

 (3)  上記訴訟において必要があるときは、当事者と和解することができる。 

    令和２年２月１９日 

白石市長 山 田 裕 一 
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第 ６ 号議案 

辺地に係る公共的施設の総合整備計画の策定について 

 三住辺地に係る公共的施設の総合整備計画を次のとおり策定したいので、

辺地に係る公共的施設の総合整備のための財政上の特別措置等に関する法律

（昭和３７年法律第８８号）第３条第１項の規定により、議会の議決を求め

る。 

    令和２年２月１９日 

白石市長 山 田 裕 一 

-6-



総 合 整 備 計 画 書

                    宮城県白石市三住辺地

                   （辺地の人口 １６７人 面積 ７．５ｋ㎡）

１．辺地の概要

 １ 辺地を構成する町又は字の名称   福岡深谷字三住、巻平、出口、大日向

二ノ萱、瘤岩、子バリ木、出合森、即安、

鍋倉山、金成山、川童屋敷、白萩

 ２ 地域の中心の位置         白石市福岡深谷字三住３３－２

 ３ 辺地度点数            １８９点

２．公共施設の整備を必要とする理由

当該辺地は南蔵王東部中腹に位置し、酪農を中心とした開拓農家の点在する地域であ

り、地域内に主たる公共施設はない。市街地から距離があり積雪も多いことから、初期

消火に資する地域内消防力の強化を図る必要がある。

当該農道は市道三住線から主要地方道南蔵王七ヶ宿線に接続する連絡路線になってお

り、地域の中心から他地域へ往来するため常時生活道路として利用される頻度が高い。

 しかし、舗装面に亀裂が多く、車両の走行性能が低下し危険度が増大しているため、交

通車両の安全を確保するため整備を行う必要がある。

３．公共施設の整備計画

 令和２年度から令和３年度の２年間

（単位：千円）

区 分

事業費

財源内訳 一般財源のうち

辺地対策事業債

の予定額   施設名 事業主体名 特定財源 一般財源

小型動力消防ポ

ンプ更新事業
白石市 1,568  1, 568 1,500

農道巻平線舗装

工事
白石市 6,000  6,000 6,000

合   計 7,568 7,568 7,500
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第 ７ 号議案 

   白石市監査委員条例及び白石市公営企業の設置等に関する条例の一 

   部を改正する条例 

 上記の議案を提出する。 

  令和２年２月１９日 

白石市長 山 田 裕 一 
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   白石市監査委員条例及び白石市公営企業の設置等に関する条例の一部

を改正する条例 

 （白石市監査委員条例の一部改正） 

第１条 白石市監査委員条例（平成３年白石市条例第２０号）の一部を次の

ように改正する。 

  第３条第２項中「第２４３条の２第３項」を「第２４３条の２の２第３

項」に改める。 

 （白石市公営企業の設置等に関する条例） 

第２条 白石市公営企業の設置等に関する条例（平成元年白石市条例第１６

号）の一部を次のように改正する。 

  第５条中「第２４３条の２第８項」を「第２４３条の２の２第８項」に

改める。 

   附 則 

 この条例は、令和２年４月１日から施行する。 
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第 ８ 号議案 

   白石市固定資産評価審査委員会条例の一部を改正する条例 

 上記の議案を提出する。 

  令和２年２月１９日 

白石市長 山 田 裕 一 
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   白石市固定資産評価審査委員会条例の一部を改正する条例 

 白石市固定資産評価審査委員会条例（昭和２９年白石市条例第２７号）の

一部を次のように改正する。 

 第６条第２項中「行政手続等における情報通信の技術の利用に関する法律 

（平成１４年法律第１５１号。第１０条第１項第２号及び第２項第３号にお

いて「情報通信技術利用法」という。）第３条第１項」を「情報通信技術を

活用した行政の推進等に関する法律（平成１４年法律第１５１号）第６条第

１項」に改める。 

   附 則 

この条例は、公布の日から施行する。 
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第 ９ 号議案 

   白石市職員の勤務時間、休暇等に関する条例の一部を改正する条例 

 上記の議案を提出する。 

  令和２年２月１９日 

白石市長 山 田 裕 一 
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   白石市職員の勤務時間、休暇等に関する条例の一部を改正する条例 

 白石市職員の勤務時間、休暇等に関する条例（平成７年白石市条例第１５

号）の一部を次のように改正する。 

 第８条に次の１項を加える。 

３ 前項に規定するもののほか、同項に規定する正規の勤務時間以外の時間

における勤務に関し必要な事項は、規則で定める。 

   附 則 

 この条例は、令和２年４月１日から施行する。 
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第１０号議案 

   白石市議会の議員その他非常勤の職員の公務災害補償等に関する条例

   の一部を改正する条例 

 上記の議案を提出する。 

  令和２年２月１９日 

白石市長 山 田 裕 一 
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   白石市議会の議員その他非常勤の職員の公務災害補償等に関する条例

の一部を改正する条例 

 白石市議会の議員その他非常勤の職員の公務災害補償等に関する条例（昭

和４２年白石市条例第４８号）の一部を次のように改正する。 

 第５条に次の１号を加える。 

 (５) 給料を支給される職員 法第２条第４項に規定する平均給与額の例

により実施機関が市長と協議して定める額 

   附 則 

 （施行期日） 

１ この条例は、令和２年４月１日から施行する。 

 （経過措置） 

２ この条例による改正後の白石市議会の議員その他非常勤の職員の公務災

害補償等に関する条例第５条の規定は、この条例の施行の日以後に発生し

た事故に起因する公務上の災害又は通勤による災害に係る補償について適

用する。 
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第１１号議案 

   白石市営住宅管理条例の一部を改正する条例 

 上記の議案を提出する。 

  令和２年２月１９日 

白石市長 山 田 裕 一 
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   白石市営住宅管理条例の一部を改正する条例 

 白石市営住宅管理条例（平成９年白石市条例第１１号）の一部を次のよう

に改正する。 

 第４３条第３項中「年５分の割合」を「法定利率」に改める。 

   附 則 

この条例は、令和２年４月１日から施行する。 

-17-



第１２号議案 

   白石市印鑑の登録及び証明に関する条例の一部を改正する条例 

 上記の議案を提出する。 

  令和２年２月１９日 

白石市長 山 田 裕 一 
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   白石市印鑑の登録及び証明に関する条例の一部を改正する条例 

 白石市印鑑の登録及び証明に関する条例（昭和５１年白石市条例第１３号

）の一部を次のように改正する。 

 第２条第２項中「成年被後見人」を「意思能力を有しない者」に改める。 

 第５条第２項中「記録されている」を「記載（法第６条第３項の規定によ

り磁気ディスク（これに準ずる方法により一定の事項を確実に記録しておく

ことができる物を含む。以下同じ。）をもって調製する住民票にあっては、

記録。以下同じ。）がされている」に改める。 

 第７条第８号中「記録されている」を「記載がされている」に改める。 

   附 則 

 この条例は、公布の日から施行する。 
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第１３号議案 

   白石市公民館条例の一部を改正する条例 

 上記の議案を提出する。 

  令和２年２月１９日 

白石市長 山 田 裕 一 
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   白石市公民館条例の一部を改正する条例

 白石市公民館条例（平成１６年白石市条例第５１号）の一部を次のように

改正する。

 別表第１第１項の表中央公民館の部ホールの款ステージを除く部分の項の

次に次のように加える。

ステージを

除く部分の

うちステー

ジ側半分

１，５２０円 ２，２６０円 ３，０４０円 ６，８００円

ステージを

除く部分の

うち入口側

半分

１，５２０円 ２，２６０円 ３，０４０円 ６，８００円

   附 則

 この条例は、令和２年４月１日から施行する。
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第１４号議案 

   白石市災害弔慰金の支給等に関する条例の一部を改正する条例 

 上記の議案を提出する。 

  令和２年２月１９日 

白石市長 山 田 裕 一 
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   白石市災害弔慰金の支給等に関する条例の一部を改正する条例 

 白石市災害弔慰金の支給等に関する条例（昭和５０年白石市条例第１９号

）の一部を次のように改正する。 

 第１５条第３項を次のように改める。 

３ 償還金の支払猶予、償還免除、報告等、一時償還及び違約金については

、法第１３条、第１４条第１項及び第１６条並びに令第８条、第９条及び

第１２条の規定によるものとする。 

 附則第２条第２項中「法第１３条第１項」を「法第１４条第１項」に改め

る。 

   附 則 

 この条例は、公布の日から施行する。 
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第１５号議案 

   白石市放課後児童クラブ条例の一部を改正する条例 

 上記の議案を提出する。 

  令和２年２月１９日 

白石市長 山 田 裕 一 
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   白石市放課後児童クラブ条例の一部を改正する条例 

 白石市放課後児童クラブ条例（平成１７年白石市条例第２３号）の一部を

次のように改正する。 

 第４条第２項中「児童クラブの利用」を「児童クラブの運営」に、「その

利用」を「児童クラブの利用」に改め、同項を同条第３項とし、同条第１項

の次に次の１項を加える。 

２ 市長は、児童が長期休業日等のみ利用を希望するときは、その利用を認

めても児童クラブの定員又は受入可能人数を超過しないときに限り、利用

を許可するものとする。  

第６条第１項中「児童クラブの利用児童」を「利用児童」に改め、同項た

だし書を次のように改める。 

ただし、第４条第２項の規定により長期休業日等のみ利用するときは、利

用児童１人につき次に掲げる区分に応じ、当該各号に定める利用料とする。 

第６条第１項に次の各号を加える。 

(１) 学年始休業及び学年末休業の期間のみ利用する場合 ３，０００円 

(２) 夏季休業（７月）の期間のみ利用する場合 ３，０００円 

(３) 夏季休業（８月）の期間のみ利用する場合 ３，０００円 

(４) 冬季休業の期間のみ利用する場合 ３，０００円 

(５) 秋季休業の期間、振替休業日及び臨時休業日のみ利用する場合 

３，０００円 

 第６条第２項中「前項」を「第１項」に改め、同項を同条第３項とし、同

条第１項の次に次の１項を加える。 

２ 月の途中で児童クラブの利用を開始し、又は中止した場合の当月分の利

用料については、日割り計算による減額を行わない。 

   附 則 

 この条例は、令和２年４月１日から施行する。 
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第１６号議案 

   白石市特定教育・保育施設及び特定地域型保育事業の運営に関する基

   準を定める条例 

 上記の議案を提出する。 

  令和２年２月１９日 

白石市長 山 田 裕 一 
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   白石市特定教育・保育施設及び特定地域型保育事業の運営に関する基

準を定める条例 

 白石市特定教育・保育施設及び特定地域型保育事業の運営に関する基準を

定める条例（平成２６年白石市条例第２０号）の全部を改正する。 

目次 

 第１章 総則（第１条―第３条） 

 第２章 特定教育・保育施設の運営に関する基準 

  第１節 利用定員に関する基準（第４条） 

  第２節 運営に関する基準（第５条―第３４条） 

  第３節 特例施設型給付費に関する基準（第３５条・第３６条） 

 第３章 特定地域型保育事業の運営に関する基準 

  第１節 利用定員に関する基準（第３７条） 

  第２節 運営に関する基準（第３８条―第５０条） 

  第３節 特例地域型保育給付費に関する基準（第５１条・第５２条） 

 附則 

   第１章 総則 

 （趣旨） 

第１条 この条例は、子ども・子育て支援法（平成２４年法律第６５号。以

下「法」という。）第３４条第２項及び第４６条第２項の規定に基づき、

特定教育・保育施設及び特定地域型保育事業の運営に関する基準を定める

ものとする。 

 （定義） 

第２条 この条例において、次の各号に掲げる用語の意義は、それぞれ当該

各号に定めるところによる。 

 (１) 小学校就学前子ども 法第６条第１項に規定する小学校就学前子ど

もをいう。 

 (２) 認定こども園 法第７条第４項に規定する認定こども園をいう。 

 (３) 幼稚園 法第７条第４項に規定する幼稚園をいう。 

 (４) 保育所 法第７条第４項に規定する保育所をいう。 

 (５) 家庭的保育事業 児童福祉法（昭和２２年法律第１６４号）第６条
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の３第９項に規定する家庭的保育事業をいう。 

 (６) 小規模保育事業 児童福祉法第６条の３第１０項に規定する小規模

保育事業をいう。 

 (７) 居宅訪問型保育事業 児童福祉法第６条の３第１１項に規定する居

宅訪問型保育事業をいう。 

 (８) 事業所内保育事業 児童福祉法第６条の３第１２項に規定する事業

所内保育事業をいう。 

 (９) 教育・保育給付認定 法第２０条第４項に規定する教育・保育給付

認定をいう。 

 (１０) 教育・保育給付認定保護者 法第２０条第４項に規定する教育・

保育給付認定保護者をいう。 

 (１１) 教育・保育給付認定子ども 法第２０条第４項に規定する教育・

保育給付認定子どもをいう。 

 (１２) 満３歳以上教育・保育給付認定子ども 子ども・子育て支援法施

行令（平成２６年政令第２１３号。以下「令」という。）第４条第１項

に規定する満３歳以上教育・保育給付認定子どもをいう。 

 (１３) 特定満３歳以上保育認定子ども 令第４条第１項第２号に規定す

る特定満３歳以上保育認定子どもをいう。 

 (１４) 満３歳未満保育認定子ども 令第４条第２項に規定する満３歳未

満保育認定子どもをいう。 

 (１５) 市町村民税所得割合算額 令第４条第２項第２号に規定する市町

村民税所得割合算額をいう。 

 (１６) 負担額算定基準子ども 令第１３条第２項に規定する負担額算定

基準子どもをいう。 

 (１７) 支給認定証 法第２０条第４項に規定する支給認定証をいう。 

 (１８) 教育・保育給付認定の有効期間 法第２１条に規定する教育・保

育給付認定の有効期間をいう。 

 (１９) 教育・保育 法第７条第１０項第５号に規定する教育・保育をい

う。 

 (２０) 特定教育・保育施設 法第２７条第１項に規定する特定教育・保
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育施設をいう。 

 (２１) 特定教育・保育 法第２７条第１項に規定する特定教育・保育を

いう。 

 (２２) 法定代理受領 法第２７条第５項（法第２８条第４項において準

用する場合を含む。）又は法第２９条第５項（法第３０条第４項におい

て準用する場合を含む。）の規定により市町村（特別区を含む。以下同

じ。）が支払う特定教育・保育（特別利用保育及び特別利用教育を含む

。次条第１項及び第２項において同じ。）又は特定地域型保育（特別利

用地域型保育及び特定利用地域型保育を含む。同条第１項及び第２項に

おいて同じ。）に要した費用の額の一部を、教育・保育給付認定保護者

に代わり特定教育・保育施設又は特定地域型保育事業者が受領すること

をいう。 

 (２３) 特定地域型保育事業 法第４３条第３項に規定する特定地域型保

育事業をいう。 

 (２４) 特定地域型保育事業者 法第２９条第１項に規定する特定地域型

保育事業者をいう。 

 (２５) 特定地域型保育 法第２９条第１項に規定する特定地域型保育を

いう。 

 (２６) 特別利用保育 法第２８条第１項第２号に規定する特別利用保育

をいう。 

 (２７) 特別利用教育 法第２８条第１項第３号に規定する特別利用教育

をいう。 

 (２８) 特別利用地域型保育 法第３０条第１項第２号に規定する特別利

用地域型保育をいう。 

 (２９) 特定利用地域型保育 法第３０条第１項第３号に規定する特定利

用地域型保育をいう。 

 （一般原則） 

第３条 特定教育・保育施設及び特定地域型保育事業者（以下「特定教育・

保育施設等」という。）は、良質かつ適切であり、かつ、子どもの保護者

の経済的負担の軽減について適切に配慮された内容及び水準の特定教育・
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保育又は特定地域型保育の提供を行うことにより、全ての子どもが健やか

に成長するために適切な環境が等しく確保されることを目指すものでなけ

ればならない。 

２ 特定教育・保育施設等は、当該特定教育・保育施設等を利用する小学校

就学前子どもの意思及び人格を尊重して、常に当該小学校就学前子どもの

立場に立って特定教育・保育又は特定地域型保育を提供するように努めな

ければならない。 

３ 特定教育・保育施設等は、地域及び家庭との結び付きを重視した運営を

行い、都道府県、市町村、小学校、他の特定教育・保育施設等、地域子ど

も・子育て支援事業（法第５９条に規定する地域子ども・子育て支援事業

をいう。以下同じ。）を行う者、他の児童福祉施設その他の学校又は保健

医療サービス若しくは福祉サービスを提供する者との密接な連携に努めな

ければならない。 

４ 特定教育・保育施設等は、当該特定教育・保育施設等を利用する小学校

就学前子どもの人権の擁護、虐待の防止等のため、責任者を設置する等必

要な体制の整備を行うとともに、その従業者に対し、研修を実施する等の

措置を講ずるよう努めなければならない。 

   第２章 特定教育・保育施設の運営に関する基準 

    第１節 利用定員に関する基準 

第４条 特定教育・保育施設（認定こども園及び保育所に限る。）は、その

利用定員（法第２７条第１項の確認において定めるものに限る。以下この

章において同じ。）の数を２０人以上とする。 

２ 特定教育・保育施設は、次の各号に掲げる特定教育・保育施設の区分に

応じ、当該各号に定める小学校就学前子どもの区分ごとの利用定員を定め

るものとする。ただし、法第１９条第１項第３号に掲げる小学校就学前子

どもの区分にあっては、満１歳に満たない小学校就学前子ども及び満１歳

以上の小学校就学前子どもに区分して定めるものとする。 

 (１) 認定こども園 法第１９条第１項各号に掲げる小学校就学前子ども

の区分 

 (２) 幼稚園 法第１９条第１項第１号に掲げる小学校就学前子どもの区
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分 

 (３) 保育所 法第１９条第１項第２号に掲げる小学校就学前子どもの区

分及び同項第３号に掲げる小学校就学前子どもの区分 

    第２節 運営に関する基準 

 （内容及び手続の説明及び同意） 

第５条 特定教育・保育施設は、特定教育・保育の提供の開始に際しては、

あらかじめ、利用の申込みを行った教育・保育給付認定保護者（以下「利

用申込者」という。）に対し、第２０条に規定する運営規程の概要、職員

の勤務体制、第１３条の規定により支払を受ける費用に関する事項その他

の利用申込者の教育・保育の選択に資すると認められる重要事項を記した

文書を交付して説明を行い、当該提供の開始について利用申込者の同意を

得なければならない。 

２ 特定教育・保育施設は、利用申込者からの申出があった場合には、前項

の規定による文書の交付に代えて、第５項で定めるところにより、当該利

用申込者の承諾を得て、当該文書に記すべき重要事項を電子情報処理組織

を使用する方法その他の情報通信の技術を利用する方法であって次に掲げ

るもの（以下この条において「電磁的方法」という。）により提供するこ

とができる。この場合において、当該特定教育・保育施設は、当該文書を

交付したものとみなす。 

 (１) 電子情報処理組織を使用する方法のうちア又はイに掲げるもの 

  ア 特定教育・保育施設の使用に係る電子計算機と利用申込者の使用に

係る電子計算機とを接続する電気通信回線を通じて送信し、受信者の

使用に係る電子計算機に備えられたファイルに記録する方法 

  イ 特定教育・保育施設の使用に係る電子計算機に備えられたファイル

に記録された前項に規定する重要事項を電気通信回線を通じて利用申

込者の閲覧に供し、当該利用申込者の使用に係る電子計算機に備えら

れたファイルに当該重要事項を記録する方法（電磁的方法による提供

を受ける旨の承諾又は受けない旨の申出をする場合にあっては、特定

教育・保育施設の使用に係る電子計算機に備えられたファイルにその

旨を記録する方法） 
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 (２) 磁気ディスク、シー・ディー・ロムその他これらに準ずる方法によ

り一定の事項を確実に記録しておくことができる物をもって調製するフ

ァイルに前項に規定する重要事項を記録したものを交付する方法 

３ 前項に掲げる方法は、利用申込者がファイルへの記録を出力することに

よる文書を作成することができるものでなければならない。 

４ 第２項第１号の「電子情報処理組織」とは、特定教育・保育施設の使用

に係る電子計算機と利用申込者の使用に係る電子計算機とを電気通信回線

で接続した電子情報処理組織をいう。 

５ 特定教育・保育施設は、第２項の規定により第１項に規定する重要事項

を提供しようとするときは、あらかじめ、当該利用申込者に対し、その用

いる次に掲げる電磁的方法の種類及び内容を示し、文書又は電磁的方法に

よる承諾を得なければならない。 

 (１) 第２項各号に規定する方法のうち特定教育・保育施設が使用するも

の 

 (２) ファイルへの記録の方式 

６ 前項の規定による承諾を得た特定教育・保育施設は、当該利用申込者か

ら文書又は電磁的方法により電磁的方法による提供を受けない旨の申出が

あったときは、当該利用申込者に対し、第１項に規定する重要事項の提供

を電磁的方法によってしてはならない。ただし、当該利用申込者が再び前

項の規定による承諾をした場合は、この限りでない。 

 （正当な理由のない提供拒否の禁止等） 

第６条 特定教育・保育施設は、教育・保育給付認定保護者から利用の申込

みを受けたときは、正当な理由がなければ、これを拒んではならない。 

２ 特定教育・保育施設（認定こども園又は幼稚園に限る。以下この項にお

いて同じ。）は、利用の申込みに係る法第１９条第１項第１号に掲げる小

学校就学前子ども及び当該特定教育・保育施設を現に利用している同号に

掲げる小学校就学前子どもに該当する教育・保育給付認定子どもの総数が

、当該特定教育・保育施設の同号に掲げる小学校就学前子どもの区分に係

る利用定員の総数を超える場合においては、抽選、申込みを受けた順序に

より決定する方法、当該特定教育・保育施設の設置者の教育・保育に関す
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る理念、基本方針等に基づく選考その他公正な方法により選考しなければ

ならない。 

３ 特定教育・保育施設（認定こども園又は保育所に限る。以下この項にお

いて同じ。）は、利用の申込みに係る法第１９条第１項第２号又は第３号

に掲げる小学校就学前子ども及び当該特定教育・保育施設を現に利用して

いる同項第２号又は第３号に掲げる小学校就学前子どもに該当する教育・

保育給付認定子どもの総数が、当該特定教育・保育施設の同項第２号又は

第３号に掲げる小学校就学前子どもの区分に係る利用定員の総数を超える

場合においては、教育・保育給付認定に基づき、保育の必要の程度及び家

族等の状況を勘案し、保育を受ける必要性が高いと認められる教育・保育

給付認定子どもが優先的に利用できるよう、選考するものとする。 

４ 前２項に規定する場合においては、特定教育・保育施設は、これらの項

に規定する選考の方法をあらかじめ教育・保育給付認定保護者に明示した

上で、当該選考を行わなければならない。 

５ 特定教育・保育施設は、利用申込者に係る教育・保育給付認定子どもに

対し自ら適切な教育・保育を提供することが困難である場合は、適切な特

定教育・保育施設又は特定地域型保育事業を紹介する等の適切な措置を速

やかに講じなければならない。 

 （あっせん、調整及び要請に対する協力） 

第７条 特定教育・保育施設は、当該特定教育・保育施設の利用について法

第４２条第１項の規定により市町村が行うあっせん及び要請に対し、でき

る限り協力しなければならない。 

２ 特定教育・保育施設（認定こども園又は保育所に限る。以下この項にお

いて同じ。）は、法第１９条第１項第２号又は第３号に掲げる小学校就学

前子どもに該当する教育・保育給付認定子どもに係る当該特定教育・保育

施設の利用について児童福祉法第２４条第３項（同法第７３条第１項の規

定により読み替えて適用する場合を含む。）の規定により市町村が行う調

整及び要請に対し、できる限り協力しなければならない。 

 （受給資格等の確認） 

第８条 特定教育・保育施設は、特定教育・保育の提供を求められた場合は
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、必要に応じて、教育・保育給付認定保護者の提示する支給認定証（教育

・保育給付認定保護者が支給認定証の交付を受けていない場合にあっては

、子ども・子育て支援法施行規則（平成２６年内閣府令第４４号）第７条

第２項の規定による通知）によって、教育・保育給付認定の有無、教育・

保育給付認定子どもの該当する法第１９条第１項各号に掲げる小学校就学

前子どもの区分、教育・保育給付認定の有効期間、保育必要量（法第２０

条第３項に規定する保育必要量をいう。）等を確かめるものとする。 

 （教育・保育給付認定の申請に係る援助） 

第９条 特定教育・保育施設は、教育・保育給付認定を受けていない保護者

から利用の申込みがあった場合は、当該保護者の意思を踏まえて速やかに

教育・保育給付認定の申請が行われるよう必要な援助を行わなければなら

ない。 

２ 特定教育・保育施設は、教育・保育給付認定の変更の認定の申請が遅く

とも教育・保育給付認定保護者が受けている教育・保育給付認定の有効期

間の満了日の３０日前には行われるよう必要な援助を行わなければならな

い。ただし、緊急その他やむを得ない理由がある場合には、この限りでな

い。 

 （心身の状況等の把握） 

第１０条 特定教育・保育施設は、特定教育・保育の提供に当たっては、教

育・保育給付認定子どもの心身の状況、その置かれている環境、他の特定

教育・保育施設等の利用状況等の把握に努めなければならない。 

 （小学校等との連携） 

第１１条 特定教育・保育施設は、特定教育・保育の提供の終了に際しては

、教育・保育給付認定子どもについて、小学校における教育又は他の特定

教育・保育施設等において継続的に提供される教育・保育との円滑な接続

に資するよう、教育・保育給付認定子どもに係る情報の提供その他小学校

、特定教育・保育施設等、地域子ども・子育て支援事業を行う者その他の

機関との密接な連携に努めなければならない。 

 （特定教育・保育の提供の記録） 

第１２条 特定教育・保育施設は、特定教育・保育を提供した際は、提供日

-34-



、内容その他必要な事項を記録しなければならない。 

 （利用者負担額等の受領） 

第１３条 特定教育・保育施設は、特定教育・保育を提供した際は、教育・

保育給付認定保護者（満３歳未満保育認定子どもに係る教育・保育給付認

定保護者に限る。）から当該特定教育・保育に係る利用者負担額（満３歳

未満保育認定子どもに係る教育・保育給付認定保護者についての法第２７

条第３項第２号に掲げる額をいう。）の支払を受けるものとする。 

２ 特定教育・保育施設は、法定代理受領を受けないときは、教育・保育給

認定保護者から、当該特定教育・保育に係る特定教育・保育費用基準額（

法第２７条第３項第１号に掲げる額をいう。次項において同じ。）の支払

を受けるものとする。 

３ 特定教育・保育施設は、前２項の支払を受ける額のほか、特定教育・保

育の提供に当たって、当該特定教育・保育の質の向上を図る上で特に必要

であると認められる対価について、当該特定教育・保育に要する費用とし

て見込まれるものの額と特定教育・保育費用基準額との差額に相当する金

額の範囲内で設定する額の支払を教育・保育給付認定保護者から受けるこ

とができる。 

４ 特定教育・保育施設は、前３項の支払を受ける額のほか、特定教育・保

育において提供される便宜に要する費用のうち、次に掲げる費用の額の支

払を教育・保育給付認定保護者から受けることができる。 

 (１) 日用品、文房具その他の特定教育・保育に必要な物品の購入に要す

る費用 

 (２) 特定教育・保育等に係る行事への参加に要する費用 

 (３) 食事の提供（次に掲げるものを除く。）に要する費用 

  ア 次の（ア）又は（イ）に掲げる満３歳以上教育・保育給付認定子ど

ものうち、その教育・保育給付認定保護者及び当該教育・保育給付認

定保護者と同一の世帯に属する者に係る市町村民税所得割合算額がそ

れぞれ（ア）又は（イ）に定める金額未満であるものに対する副食の

提供 

   （ア） 法第１９条第１項第１号に掲げる小学校就学前子どもに該当
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する教育・保育給付認定子ども ７７，１０１円 

   （イ） 法第１９条第１項第２号に掲げる小学校就学前子どもに該当

する教育・保育給付認定子ども（特定満３歳以上保育認定子ども

を除く。イ（イ）において同じ。） ５７，７００円（令第４条

第２項第６号に規定する特定教育・保育給付認定保護者にあって

は、７７，１０１円） 

  イ 次の（ア）又は（イ）に掲げる満３歳以上教育・保育給付認定子ど

ものうち、負担額算定基準子ども又は小学校第３学年修了前子ども（

小学校、義務教育学校の前期課程又は特別支援学校の小学部の第１学

年から第３学年までに在籍する子どもをいう。以下このイにおいて同

じ。）が同一の世帯に３人以上いる場合にそれぞれ（ア）又は（イ）

に定める者に該当するものに対する副食の提供（アに該当するものを

除く。） 

   （ア） 法第１９条第１項第１号に掲げる小学校就学前子どもに該当

する教育・保育給付認定子ども 負担額算定基準子ども又は小学

校第３学年修了前子ども（そのうち最年長者及び２番目の年長者

である者を除く。）である者 

   （イ） 法第１９条第１項第２号に掲げる小学校就学前子どもに該当

する教育・保育給付認定子ども 負担額算定基準子ども（そのう

ち最年長者及び２番目の年長者である者を除く。）である者 

  ウ 満３歳未満保育認定子どもに対する食事の提供 

 (４) 特定教育・保育施設に通う際に提供される便宜に要する費用 

 (５) 前各号に掲げるもののほか、特定教育・保育において提供される便

宜に要する費用のうち、特定教育・保育施設の利用において通常必要と

されるものに係る費用であって、教育・保育給付認定保護者に負担させ

ることが適当と認められるもの 

５ 特定教育・保育施設は、前各項の費用の額の支払を受けた場合は、当該

費用に係る領収証を当該費用の額を支払った教育・保育給付認定保護者に

対し交付しなければならない。 

６ 特定教育・保育施設は、第３項及び第４項の規定による金銭の支払を求
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める際は、あらかじめ、当該金銭の使途及び額並びに教育・保育給付認定

保護者に金銭の支払を求める理由について書面によって明らかにするとと

もに、教育・保育給付認定保護者に対して説明を行い、文書による同意を

得なければならない。ただし、同項の規定による金銭の支払に係る同意に

ついては、文書によることを要しない。 

 （施設型給付費の額に係る通知等） 

第１４条 特定教育・保育施設は、法定代理受領により特定教育・保育に係

る施設型給付費（法第２７条第１項の施設型給付費をいう。以下同じ。）

の支給を受けた場合は、教育・保育給付認定保護者に対し、当該教育・保

育給付認定保護者に係る施設型給付費の額を通知しなければならない。 

２ 特定教育・保育施設は、前条第２項の法定代理受領を行わない特定教育

・保育に係る費用の額の支払を受けた場合は、その提供した特定教育・保

育の内容、費用の額その他必要と認められる事項を記載した特定教育・保

育提供証明書を教育・保育給付認定保護者に対して交付しなければならな

い。 

 （特定教育・保育の取扱方針） 

第１５条 特定教育・保育施設は、次の各号に掲げる施設の区分に応じて、

それぞれ当該各号に定めるものに基づき、小学校就学前子どもの心身の状

況等に応じて、特定教育・保育の提供を適切に行わなければならない。 

 (１) 幼保連携型認定こども園（就学前の子どもに関する教育、保育等の

総合的な提供の推進に関する法律（平成１８年法律第７７号。以下この

号及び次号において「認定こども園法」という。）第２条第７項に規定

する幼保連携型認定こども園をいう。以下同じ。） 幼保連携型認定こ

ども園教育・保育要領（認定こども園法第１０条第１項の規定に基づき

主務大臣が定める幼保連携型認定こども園の教育課程その他の教育及び

保育の内容に関する事項をいう。次項において同じ。） 

 (２) 認定こども園（認定こども園法第３条第１項又は第３項の認定を受

けた施設及び同条第１１項の規定による公示がされたものに限る。） 

次号及び第４号に掲げる事項 

 (３) 幼稚園 幼稚園教育要領（学校教育法（昭和２２年法律第２６号）
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第２５条の規定に基づき文部科学大臣が定める幼稚園の教育課程その他

の教育内容に関する事項をいう。） 

(４) 保育所 児童福祉施設の設備及び運営に関する基準（昭和２３年厚

生省令第６３号）第３５条の規定に基づき保育所における保育の内容に

ついて厚生労働大臣が定める指針 

２ 前項第２号に掲げる認定こども園が特定教育・保育を提供するに当たっ

ては、同号に定めるもののほか、幼保連携型認定こども園教育・保育要領

を踏まえなければならない。 

 （特定教育・保育に関する評価等） 

第１６条 特定教育・保育施設は、自らその提供する特定教育・保育の質の

評価を行い、常にその改善を図らなければならない。 

２ 特定教育・保育施設は、定期的に当該特定教育・保育施設を利用する教

育・保育給付認定保護者その他の特定教育・保育施設の関係者（当該特定

教育・保育施設の職員を除く。）による評価又は外部の者による評価を受

けて、それらの結果を公表し、常にその改善を図るよう努めなければなら

ない。 

 （相談及び援助） 

第１７条 特定教育・保育施設は、常に教育・保育給付認定子どもの心身の

状況、その置かれている環境等の的確な把握に努め、当該教育・保育給付

認定子ども又は当該教育・保育給付認定子どもに係る教育・保育給付認定

保護者に対し、その相談に適切に応じるとともに、必要な助言その他の援

助を行わなければならない。 

 （緊急時等の対応） 

第１８条 特定教育・保育施設の職員は、現に特定教育・保育の提供を行っ

ているときに教育・保育給付認定子どもに体調の急変が生じた場合その他

必要な場合は、速やかに当該教育・保育給付認定子どもに係る教育・保育

給付認定保護者又は医療機関への連絡を行う等の必要な措置を講じなけれ

ばならない。 

 （教育・保育給付認定保護者に関する市町村への通知） 

第１９条 特定教育・保育施設は、特定教育・保育を受けている教育・保育
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給付認定子どもに係る教育・保育給付認定保護者が偽りその他不正な行為

によって施設型給付費の支給を受け、又は受けようとしたときは、遅滞な

く、意見を付してその旨を当該施設型給付費の支給に係る市町村に通知し

なければならない。 

 （運営規程） 

第２０条 特定教育・保育施設は、次に掲げる施設の運営についての重要事

項に関する規程（第２３条において「運営規程」という。）を定めておか

なければならない。 

 (１) 施設の目的及び運営の方針 

 (２) 提供する特定教育・保育の内容 

 (３) 職員の職種、員数及び職務の内容 

 (４) 特定教育・保育の提供を行う日（法第１９条第１項第１号に掲げる

小学校就学前子どもの区分に係る利用定員を定めている施設にあっては

、学期を含む。以下この号において同じ。）及び時間並びに特定教育・

保育の提供を行わない日 

 (５) 第１３条の規定により教育・保育給付認定保護者から支払を受ける

費用の種類、支払を求める理由及びその額 

 (６) 第４条第２項各号に定める小学校就学前子どもの区分ごとの利用定

員 

 (７) 特定教育・保育施設の利用の開始及び終了に関する事項並びに特定

教育・保育施設の利用に当たっての留意事項（第６条第２項及び第３項

に規定する選考の方法を含む。） 

 (８) 緊急時等における対応方法 

 (９) 非常災害対策 

 (１０) 虐待の防止のための措置に関する事項 

 (１１) その他特定教育・保育施設の運営に関する重要事項 

 （勤務体制の確保等） 

第２１条 特定教育・保育施設は、教育・保育給付認定子どもに対し、適切

な特定教育・保育を提供することができるよう、職員の勤務の体制を定め

ておかなければならない。 

-39-



２ 特定教育・保育施設は、当該特定教育・保育施設の職員によって特定教

育・保育を提供しなければならない。ただし、教育・保育給付認定子ども

に対する特定教育・保育の提供に直接影響を及ぼさない業務については、

この限りでない。 

３ 特定教育・保育施設は、職員の資質の向上のために、その研修の機会を

確保しなければならない。 

 （利用定員の遵守） 

第２２条 特定教育・保育施設は、利用定員を超えて特定教育・保育の提供

を行ってはならない。ただし、年度中における特定教育・保育に対する需

要の増大への対応、法第３４条第５項に規定する便宜の提供への対応、児

童福祉法第２４条第５項又は第６項に規定する措置への対応、災害、虐待

その他のやむを得ない事情がある場合は、この限りでない。 

 （掲示） 

第２３条 特定教育・保育施設は、当該特定教育・保育施設の見やすい場所

に、運営規程の概要、職員の勤務の体制、利用者負担その他の利用申込者

の特定教育・保育施設の選択に資すると認められる重要事項を掲示しなけ

ればならない。 

 （教育・保育給付認定子どもを平等に取り扱う原則） 

第２４条 特定教育・保育施設においては、教育・保育給付認定子どもの国

籍、信条、社会的身分又は特定教育・保育の提供に要する費用を負担する

か否かによって、差別的取扱いをしてはならない。 

 （虐待等の禁止） 

第２５条 特定教育・保育施設の職員は、教育・保育給付認定子どもに対し

、児童福祉法第３３条の１０各号に掲げる行為その他当該教育・保育給付

認定子どもの心身に有害な影響を与える行為をしてはならない。 

 （懲戒に係る権限の濫用禁止） 

第２６条 特定教育・保育施設（幼保連携型認定こども園及び保育所に限る

。以下この条において同じ。）の長たる特定教育・保育施設の管理者は、

教育・保育給付認定子どもに対し児童福祉法第４７条第３項の規定により

懲戒に関しその教育・保育給付認定子どもの福祉のために必要な措置を採
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るときは、身体的苦痛を与え、人格を辱める等その権限を濫用してはなら

ない。 

 （秘密保持等） 

第２７条 特定教育・保育施設の職員及び管理者は、正当な理由がなく、そ

の業務上知り得た教育・保育給付認定子ども又はその家族の秘密を漏らし

てはならない。 

２ 特定教育・保育施設は、職員であった者が、正当な理由がなく、その業

務上知り得た教育・保育給付認定子ども又はその家族の秘密を漏らすこと

がないよう、必要な措置を講じなければならない。 

３ 特定教育・保育施設は、小学校、他の特定教育・保育施設等、地域子ど

も・子育て支援事業を行う者その他の機関に対して、教育・保育給付認定

子どもに関する情報を提供する際には、あらかじめ文書により当該教育・

保育給付認定子どもに係る教育・保育給付認定保護者の同意を得ておかな

ければならない。 

 （情報の提供等） 

第２８条 特定教育・保育施設は、特定教育・保育施設を利用しようとする

小学校就学前子どもに係る教育・保育給付認定保護者が、その希望を踏ま

えて適切に特定教育・保育施設を選択することができるように、当該特定

教育・保育施設が提供する特定教育・保育の内容に関する情報の提供を行

うよう努めなければならない。 

２ 特定教育・保育施設は、当該特定教育・保育施設について広告をする場

合において、その内容を虚偽のもの又は誇大なものとしてはならない。 

 （利益供与等の禁止） 

第２９条 特定教育・保育施設は、利用者支援事業（法第５９条第１号に規

定する事業をいう。）その他の地域子ども・子育て支援事業を行う者（次

項において「利用者支援事業者等」という。）、教育・保育施設若しくは

地域型保育を行う者等又はその職員に対し、小学校就学前子ども又はその

家族に対して当該特定教育・保育施設を紹介することの対償として、金品

その他の財産上の利益を供与してはならない。 

２ 特定教育・保育施設は、利用者支援事業者等、教育・保育施設若しくは
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地域型保育を行う者等又はその職員から、小学校就学前子ども又はその家

族を紹介することの対償として、金品その他の財産上の利益を収受しては

ならない。 

 （苦情解決） 

第３０条 特定教育・保育施設は、その提供した特定教育・保育に関する教

育・保育給付認定子ども又は教育・保育給付認定保護者その他の当該教育

・保育給付認定子どもの家族（以下この条において「教育・保育給付認定

子ども等」という。）からの苦情に迅速かつ適切に対応するために、苦情

を受け付けるための窓口を設置する等の必要な措置を講じなければならな

い。 

２ 特定教育・保育施設は、前項の苦情を受け付けた場合には、当該苦情の

内容等を記録しなければならない。 

３ 特定教育・保育施設は、その提供した特定教育・保育に関する教育・保

育給付認定子ども等からの苦情に関して市が実施する事業に協力するよう

努めなければならない。 

４ 特定教育・保育施設は、その提供した特定教育・保育に関し、法第１４

条第１項の規定により市町村が行う報告若しくは帳簿書類その他の物件の

提出若しくは提示の命令又は当該市町村の職員からの質問若しくは特定教

育・保育施設の設備若しくは帳簿書類その他の物件の検査に応じ、及び教

育・保育給付認定子ども等からの苦情に関して市町村が行う調査に協力す

るとともに、市町村から指導又は助言を受けた場合は、当該指導又は助言

に従って必要な改善を行わなければならない。 

５ 特定教育・保育施設は、市町村からの求めがあった場合には、前項の改

善の内容を当該市町村に報告しなければならない。 

 （地域との連携等） 

第３１条 特定教育・保育施設は、その運営に当たっては、地域住民又はそ

の自発的な活動等との連携及び協力を行う等の地域との交流に努めなけれ

ばならない。 

 （事故発生の防止及び発生時の対応） 

第３２条 特定教育・保育施設は、事故の発生又はその再発を防止するため
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、次に定める措置を講じなければならない。 

 (１) 事故が発生した場合の対応、次号に規定する報告の方法等が記載さ

れた事故発生の防止のための指針を整備すること。 

 (２) 事故が発生した場合又はそれに至る危険性がある事態が生じた場合

に、当該事実が報告され、その分析を通じた改善策を従業者に周知徹底

する体制を整備すること。 

 (３) 事故発生の防止のための委員会及び従業者に対する研修を定期的に

行うこと。 

２ 特定教育・保育施設は、教育・保育給付認定子どもに対する特定教育・

保育の提供により事故が発生した場合は、速やかに市、当該教育・保育給

付認定子どもの家族等に連絡を行うとともに、必要な措置を講じなければ

ならない。 

３ 特定教育・保育施設は、前項の事故の状況及び事故に際して採った処置

について記録しなければならない。 

４ 特定教育・保育施設は、教育・保育給付認定子どもに対する特定教育・

保育の提供により賠償すべき事故が発生した場合は、損害賠償を速やかに

行わなければならない。 

 （会計の区分） 

第３３条 特定教育・保育施設は、特定教育・保育の事業の会計をその他の

事業の会計と区分しなければならない。 

 （記録の整備） 

第３４条 特定教育・保育施設は、職員、設備及び会計に関する諸記録を整

備しておかなければならない。 

２ 特定教育・保育施設は、教育・保育給付認定子どもに対する特定教育・

保育の提供に関する次に掲げる記録を整備し、その完結の日から５年間保

存しなければならない。 

 (１) 第１５条第１項各号に定めるものに基づく特定教育・保育の提供に

当たっての計画 

 (２) 第１２条の規定による特定教育・保育の提供の記録 

 (３) 第１９条の規定による市町村への通知に係る記録 
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 (４) 第３０条第２項の規定による苦情の内容等の記録 

 (５) 第３２条第３項の規定による事故の状況及び事故に際して採った処

置についての記録 

    第３節 特例施設型給付費に関する基準 

 （特別利用保育の基準） 

第３５条 特定教育・保育施設（保育所に限る。以下この条において同じ。

）が法第１９条第１項第１号に掲げる小学校就学前子どもに該当する教育

・保育給付認定子どもに対し特別利用保育を提供する場合には、法第３４

条第１項第３号に規定する基準を遵守しなければならない。 

２ 特定教育・保育施設が、前項の規定により特別利用保育を提供する場合

には、当該特別利用保育に係る法第１９条第１項第１号に掲げる小学校就

学前子どもに該当する教育・保育給付認定子ども及び当該特定教育・保育

施設を現に利用している同項第２号に掲げる小学校就学前子どもに該当す

る教育・保育給付認定子どもの総数が、第４条第２項第３号の規定により

定められた法第１９条第１項第２号に掲げる小学校就学前子どもに係る利

用定員の総数を超えないものとする。 

３ 特定教育・保育施設が、第１項の規定により特別利用保育を提供する場

合には、特定教育・保育には特別利用保育を、施設型給付費には特例施設

型給付費（法第２８条第１項の特例施設型給付費をいう。次条第３項にお

いて同じ。）を、それぞれ含むものとして、前節（第６条第３項及び第７

条第２項を除く。）の規定を適用する。この場合において、第６条第２項

中「特定教育・保育施設（認定こども園又は幼稚園に限る。以下この項に

おいて同じ。）」とあるのは「特定教育・保育施設（特別利用保育を提供

している施設に限る。以下この項において同じ。）」と、「同号に掲げる

小学校就学前子どもに該当する教育・保育給付認定子ども」とあるのは「

同号又は同項第２号に掲げる小学校就学前子どもに該当する教育・保育給

付認定子ども」と、第１３条第２項中「法第２７条第３項第１号に掲げる

額」とあるのは「法第２８条第２項第２号の内閣総理大臣が定める基準に

より算定した費用の額」と、同条第４項第３号イ（ア）中「教育・保育給

付認定子ども」とあるのは「教育・保育給付認定子ども（特別利用保育を
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受ける者を除く。）」と、同号イ（イ）中「教育・保育給付認定子ども」

とあるのは「教育・保育給付認定子ども（特別利用保育を受ける者を含む

。）」とする。 

 （特別利用教育の基準） 

第３６条 特定教育・保育施設（幼稚園に限る。以下この条において同じ。

）が法第１９条第１項第２号に掲げる小学校就学前子どもに該当する教育

・保育給付認定子どもに対し、特別利用教育を提供する場合には、法第３

４条第１項第２号に規定する基準を遵守しなければならない。 

２ 特定教育・保育施設が、前項の規定により特別利用教育を提供する場合

には、当該特別利用教育に係る法第１９条第１項第２号に掲げる小学校就

学前子どもに該当する教育・保育給付認定子ども及び当該特定教育・保育

施設を現に利用している同項第１号に掲げる小学校就学前子どもに該当す

る教育・保育給付認定子どもの総数が、第４条第２項第２号の規定により

定められた法第１９条第１項第１号に掲げる小学校就学前子どもに係る利

用定員の総数を超えないものとする。 

３ 特定教育・保育施設が、第１項の規定により特別利用教育を提供する場

合には、特定教育・保育には特別利用教育を、施設型給付費には特例施設

型給付費を、それぞれ含むものとして、前節（第６条第３項及び第７条第

２項を除く。）の規定を適用する。この場合において、第６条第２項中「

利用の申込みに係る法第１９条第１項第１号に掲げる小学校就学前子ども

」とあるのは「利用の申込みに係る法第１９条第１項第２号に掲げる小学

校就学前子ども」と、「同号に掲げる小学校就学前子どもに該当する教育

・保育給付認定子ども」とあるのは「同項第１号又は第２号に掲げる小学

校就学前子どもに該当する教育・保育給付認定子ども」と、「同号に掲げ

る小学校就学前子どもの区分に係る利用定員」とあるのは「同項第１号に

掲げる小学校就学前子どもの区分に係る利用定員」と、第１３条第２項中

「法第２７条第３項第１号に掲げる額」とあるのは「法第２８条第２項第

３号の内閣総理大臣が定める基準により算定した費用の額」と、同条第４

項第３号イ（ア）中「教育・保育給付認定子ども」とあるのは「教育・保

育給付認定子ども（特別利用教育を受ける者を含む。）」と、同号イ（イ
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）中「教育・保育給付認定子ども」とあるのは「教育・保育給付認定子ど

も（特別利用教育を受ける者を除く。）」とする。 

   第３章 特定地域型保育事業の運営に関する基準 

    第１節 利用定員に関する基準 

第３７条 特定地域型保育事業（事業所内保育事業を除く。）の利用定員（

法第２９条第１項の確認において定めるものに限る。以下この章において

同じ。）の数は、家庭的保育事業にあっては１人以上５人以下、小規模保

育事業Ａ型（家庭的保育事業等の設備及び運営に関する基準（平成２６年

厚生労働省令第６１号）第２７条に規定する小規模保育事業Ａ型をいう。

第４２条第３項第１号において同じ。）及び小規模保育事業Ｂ型（同省令

第２７条に規定する小規模保育事業Ｂ型をいう。同号において同じ。）に

あっては６人以上１９人以下、小規模保育事業Ｃ型（同条に規定する小規

模保育事業Ｃ型をいう。附則第３条において同じ。）にあっては６人以上

１０人以下、居宅訪問型保育事業にあっては１人とする。 

２ 特定地域型保育事業者は、特定地域型保育の種類及び当該特定地域型保

育の種類に係る特定地域型保育事業を行う事業所（以下「特定地域型保育

事業所」という。）ごとに、法第１９条第１項第３号に掲げる小学校就学

前子どもに係る利用定員（事業所内保育事業を行う事業所にあっては、家

庭的保育事業等の設備及び運営に関する基準第４２条の規定を踏まえ、そ

の雇用する労働者の監護する小学校就学前子どもを保育するため当該事業

所内保育事業を自ら施設を設置して行う事業主に係る当該小学校就学前子

ども（当該事業所内保育事業が、事業主団体に係るものにあっては事業主

団体の構成員である事業主の雇用する労働者の監護する小学校就学前子ど

もとし、共済組合等（児童福祉法第６条の３第１２項第１号ハに規定する

共済組合等をいう。）に係るものにあっては共済組合等の構成員（同号ハ

に規定する共済組合等の構成員をいう。）の監護する小学校就学前子ども

とする。）及びその他の小学校就学前子どもごとに定める法第１９条第１

項第３号に掲げる小学校就学前子どもに係る利用定員とする。）を、満１

歳に満たない小学校就学前子どもと満１歳以上の小学校就学前子どもに区

分して定めるものとする。 
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    第２節 運営に関する基準 

 （内容及び手続の説明及び同意） 

第３８条 特定地域型保育事業者は、特定地域型保育の提供の開始に際して

は、あらかじめ、利用申込者に対し、第４６条に規定する事業の運営につ

いての重要事項に関する規程の概要、第４２条第１項に規定する連携施設

の種類及び名称、当該連携施設が行う連携協力の概要、職員の勤務体制、

第４３条の規定により支払を受ける費用に関する事項その他の利用申込者

の保育の選択に資すると認められる重要事項を記した文書を交付して説明

を行い、当該提供の開始について利用申込者の同意を得なければならない

。 

２ 第５条第２項から第６項までの規定は、前項の規定による文書の交付に

ついて準用する。 

 （正当な理由のない提供拒否の禁止等） 

第３９条 特定地域型保育事業者は、教育・保育給付認定保護者から利用の

申込みを受けたときは、正当な理由がなければ、これを拒んではならない

。 

２ 特定地域型保育事業者は、利用の申込みに係る法第１９条第１項第３号

に掲げる小学校就学前子ども及び特定地域型保育事業所を現に利用してい

る満３歳未満保育認定子ども（特定満３歳以上保育認定子どもを除く。以

下この章において同じ。）の総数が、当該特定地域型保育事業所の同号に

掲げる小学校就学前子どもの区分に係る利用定員の総数を超える場合にお

いては、教育・保育給付認定に基づき、保育の必要の程度及び家族等の状

況を勘案し、保育を受ける必要性が高いと認められる満３歳未満保育認定

子どもが優先的に利用できるよう、選考するものとする。 

３ 前項に規定する場合においては、特定地域型保育事業者は、同項に規定

する選考の方法をあらかじめ教育・保育給付認定保護者に明示した上で、

当該選考を行わなければならない。 

４ 特定地域型保育事業者は、地域型保育の提供体制の確保が困難である場

合その他利用申込者に係る満３歳未満保育認定子どもに対し自ら適切な教

育・保育を提供することが困難である場合は、第４２条第１項に規定する
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連携施設その他の適切な特定教育・保育施設又は特定地域型保育事業を紹

介する等の適切な措置を速やかに講じなければならない。 

 （あっせん、調整及び要請に対する協力） 

第４０条 特定地域型保育事業者は、特定地域型保育事業の利用について法

第５４条第１項の規定により市町村が行うあっせん及び要請に対し、でき

る限り協力しなければならない。 

２ 特定地域型保育事業者は、満３歳未満保育認定子どもに係る特定地域型

保育事業の利用について児童福祉法第２４条第３項（同法第７３条第１項

の規定により読み替えて適用する場合を含む。）の規定により市町村が行

う調整及び要請に対し、できる限り協力しなければならない。 

 （心身の状況等の把握） 

第４１条 特定地域型保育事業者は、特定地域型保育の提供に当たっては、

満３歳未満保育認定子どもの心身の状況、その置かれている環境、他の特

定教育・保育施設等の利用状況等の把握に努めなければならない。 

 （特定教育・保育施設等との連携） 

第４２条 特定地域型保育事業者（居宅訪問型保育事業を行う者を除く。以

下この項から第５項までにおいて同じ。）は、特定地域型保育が適正かつ

確実に実施され、及び必要な教育・保育が継続的に提供されるよう、次に

掲げる事項に係る連携協力を行う認定こども園、幼稚園又は保育所（以下

「連携施設」という。）を適切に確保しなければならない。ただし、離島

その他の地域であって、連携施設の確保が著しく困難であると市が認める

ものにおいて特定地域型保育事業を行う特定地域型保育事業者については

、この限りでない。 

 (１) 特定地域型保育の提供を受けている満３歳未満保育認定子どもに集

団保育を体験させるための機会の設定、特定地域型保育の適切な提供に

必要な特定地域型保育事業者に対する相談、助言その他の保育の内容に

関する支援を行うこと。 

 (２) 必要に応じて、代替保育（特定地域型保育事業所の職員の病気、休

暇等により特定地域型保育を提供することができない場合に、当該特定

地域型保育事業者に代わって提供する特定教育・保育をいう。以下この
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条において同じ。）を提供すること。 

 (３) 当該特定地域型保育事業者により特定地域型保育の提供を受けてい

た満３歳未満保育認定子ども（事業所内保育事業を利用する満３歳未満

保育認定子どもにあっては、第３７条第２項に規定するその他の小学校

就学前子どもに限る。以下この号において同じ。）を、当該特定地域型

保育の提供の終了に際して、当該満３歳未満保育認定子どもに係る教育

・保育給付認定保護者の希望に基づき、引き続き当該連携施設において

受け入れて教育・保育を提供すること。 

２ 市長は、特定地域型保育事業者による代替保育の提供に係る連携施設の

確保が著しく困難であると認める場合であって、次に掲げる要件の全てを

満たすと認めるときは、前項第２号の規定を適用しないこととすることが

できる。 

 (１) 特定地域型保育事業者と次項に規定する連携協力を行う者との間で

それぞれの役割の分担及び責任の所在が明確化されていること。 

 (２) 次項に規定する連携協力を行う者の本来の業務の遂行に支障が生じ

ないようにするための措置が講じられていること。 

３ 前項の場合において、特定地域型保育事業者は、次の各号に掲げる場合

の区分に応じ、それぞれ当該各号に定める者を第１項第２号に掲げる事項

に係る連携協力を行う者として適切に確保しなければならない。 

 (１) 当該特定地域型保育事業者が特定地域型保育事業を行う場所又は事

業所（次号において「事業実施場所」という。）以外の場所又は事業所

において代替保育が提供される場合 小規模保育事業Ａ型若しくは小規

模保育事業Ｂ型又は事業所内保育事業を行う者（次号において「小規模

保育事業Ａ型事業者等」という。） 

 (２) 事業実施場所において代替保育が提供される場合 事業の規模等を

勘案して小規模保育事業Ａ型事業者等と同等の能力を有すると市が認め

る者 

４ 市長は、特定地域型保育事業者による第１項第３号に掲げる事項に係る

連携施設の確保が著しく困難であると認めるときは、同号の規定を適用し

ないこととすることができる。 
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５ 前項の場合において、特定地域型保育事業者は、児童福祉法第５９条第

１項に規定する施設のうち、次に掲げるもの（入所定員が２０人以上のも

のに限る。）であって、市長が適当と認めるものを第１項第３号に掲げる

事項に係る連携協力を行う者として適切に確保しなければならない。 

 (１) 法第５９条の２第１項の規定による助成を受けている者の設置する

施設（児童福祉法第６条の３第１２項に規定する業務を目的とするもの

に限る。） 

 (２) 児童福祉法第６条の３第１２項に規定する業務又は同法第３９条第

１項に規定する業務を目的とする施設であって、同法第６条の３第９項

第１号に規定する保育を必要とする乳児・幼児の保育を行うことに要す

る費用に係る地方公共団体の補助を受けているもの 

６ 居宅訪問型保育事業を行う者は、家庭的保育事業等の設備及び運営に関

する基準第３７条第１号に規定する乳幼児に対する保育を行う場合にあっ

ては、当該乳幼児の障害、疾病等の状態に応じ、適切な専門的な支援その

他の便宜の供与を受けられるよう、あらかじめ、連携する障害児入所施設

（児童福祉法第４２条に規定する障害児入所施設をいう。）その他の市の

指定する施設（以下この項において「居宅訪問型保育連携施設」という。

）を適切に確保しなければならない。ただし、離島その他の地域であって

、居宅訪問型保育連携施設の確保が著しく困難であると市が認めるものに

おいて居宅訪問型保育を行う居宅訪問型保育事業者については、この限り

でない。 

７ 事業所内保育事業（第３７条第２項の規定により定める利用定員が２０

人以上のものに限る。次項において「保育所型事業所内保育事業」という

。）を行う者については、第１項本文の規定にかかわらず、連携施設の確

保に当たって、同項第１号及び第２号に係る連携協力を求めることを要し

ない。 

８ 保育所型事業所内保育事業を行う者のうち、児童福祉法第６条の３第１

２項第２号に規定する事業を行う者であって、市長が適当と認めるもの（

附則第４条において「特例保育所型事業所内保育事業者」という。）につ

いては、第１項本文の規定にかかわらず、連携施設の確保をしないことが
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できる。 

９ 特定地域型保育事業者は、特定地域型保育の提供の終了に際しては、満

３歳未満保育認定子どもについて、連携施設又は他の特定教育・保育施設

等において継続的に提供される教育・保育との円滑な接続に資するよう、

満３歳未満保育認定子どもに係る情報の提供その他連携施設、特定教育・

保育施設等、地域子ども・子育て支援事業を行う者等との密接な連携に努

めなければならない。 

 （利用者負担額等の受領） 

第４３条 特定地域型保育事業者は、特定地域型保育を提供した際は、教育

・保育給付認定保護者から当該特定地域型保育に係る利用者負担額（法第

２９条第３項第２号に掲げる額をいう。）の支払を受けるものとする。 

２ 特定地域型保育事業者は、法定代理受領を受けないときは、教育・保育

給付認定保護者から、当該特定地域型保育に係る特定地域型保育費用基準

額（法第２９条第３項第１号に掲げる額をいう。次項において同じ。）の

支払を受けるものとする。 

３ 特定地域型保育事業者は、前２項の支払を受ける額のほか、特定地域型

保育の提供に当たって、当該特定地域型保育の質の向上を図る上で特に必

要であると認められる対価について、当該特定地域型保育に要する費用と

して見込まれるものの額と特定地域型保育費用基準額との差額に相当する

金額の範囲内で設定する額の支払を教育・保育給付認定保護者から受ける

ことができる。 

４ 特定地域型保育事業者は、前３項の支払を受ける額のほか、特定地域型

保育において提供される便宜に要する費用のうち、次に掲げる費用の額の

支払を教育・保育給付認定保護者から受けることができる。 

 (１) 日用品、文房具その他の特定地域型保育に必要な物品の購入に要す

る費用 

 (２) 特定地域型保育等に係る行事への参加に要する費用 

 (３) 特定地域型保育事業所に通う際に提供される便宜に要する費用 

 (４) 前３号に掲げるもののほか、特定地域型保育において提供される便

宜に要する費用のうち、特定地域型保育事業の利用において通常必要と

-51-



されるものに係る費用であって、教育・保育給付認定保護者に負担させ

ることが適当と認められるもの 

５ 特定地域型保育事業者は、前各項の費用の額の支払を受けた場合は、当

該費用に係る領収証を当該費用の額を支払った教育・保育給付認定保護者

に対し交付しなければならない。 

６ 特定地域型保育事業者は、第３項及び第４項の規定による金銭の支払を

求める際は、あらかじめ、当該金銭の使途及び額並びに教育・保育給付認

定保護者に金銭の支払を求める理由について書面によって明らかにすると

ともに、教育・保育給付認定保護者に対して説明を行い、文書による同意

を得なければならない。ただし、同項の規定による金銭の支払に係る同意

については、文書によることを要しない。 

 （特定地域型保育の取扱方針） 

第４４条 特定地域型保育事業者は、児童福祉施設の設備及び運営に関する

基準第３５条の規定に基づき保育所における保育の内容について厚生労働

大臣が定める指針に準じ、それぞれの事業の特性に留意して、小学校就学

前子どもの心身の状況等に応じて、特定地域型保育の提供を適切に行わな

ければならない。 

 （特定地域型保育に関する評価等） 

第４５条 特定地域型保育事業者は、自らその提供する特定地域型保育の質

の評価を行い、常にその改善を図らなければならない。 

２ 特定地域型保育事業者は、定期的に外部の者による評価を受けて、それ

らの結果を公表し、常にその改善を図るよう努めなければならない。 

 （運営規程） 

第４６条 特定地域型保育事業者は、次に掲げる事業の運営についての重要

事項に関する規程を定めておかなければならない。 

 (１) 事業の目的及び運営の方針 

 (２) 提供する特定地域型保育の内容 

 (３) 職員の職種、員数及び職務の内容 

 (４) 特定地域型保育の提供を行う日及び時間並びに特定地域型保育の提

供を行わない日 
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 (５) 第４３条の規定により教育・保育給付認定保護者から支払を受ける

費用の種類、支払を求める理由及びその額 

 (６) 利用定員 

 (７) 特定地域型保育事業の利用の開始及び終了に関する事項並びに特定

地域型保育事業の利用に当たっての留意事項（第３９条第２項に規定す

る選考の方法を含む。） 

 (８) 緊急時等における対応方法 

 (９) 非常災害対策 

 (１０) 虐待の防止のための措置に関する事項 

 (１１) その他特定地域型保育事業の運営に関する重要事項 

 （勤務体制の確保等） 

第４７条 特定地域型保育事業者は、満３歳未満保育認定子どもに対し、適

切な特定地域型保育を提供することができるよう、特定地域型保育事業所

ごとに職員の勤務の体制を定めておかなければならない。 

２ 特定地域型保育事業者は、特定地域型保育事業所ごとに、当該特定地域

型保育事業所の職員によって特定地域型保育を提供しなければならない。

ただし、満３歳未満保育認定子どもに対する特定地域型保育の提供に直接

影響を及ぼさない業務については、この限りでない。 

３ 特定地域型保育事業者は、職員の資質の向上のために、その研修の機会

を確保しなければならない。 

 （利用定員の遵守） 

第４８条 特定地域型保育事業者は、利用定員を超えて特定地域型保育の提

供を行ってはならない。ただし、年度中における特定地域型保育に対する

需要の増大への対応、法第４６条第５項に規定する便宜の提供への対応、

児童福祉法第２４条第６項に規定する措置への対応、災害、虐待その他の

やむを得ない事情がある場合は、この限りでない。 

 （記録の整備） 

第４９条 特定地域型保育事業者は、職員、設備及び会計に関する諸記録を

整備しておかなければならない。 

２ 特定地域型保育事業者は、満３歳未満保育認定子どもに対する特定地域
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型保育の提供に関する次に掲げる記録を整備し、その完結の日から５年間

保存しなければならない。 

 (１) 第４４条に定めるものに基づく特定地域型保育の提供に当たっての

計画 

 (２) 次条において準用する第１２条の規定による特定地域型保育の提供

の記録 

 (３) 次条において準用する第１９条の規定による市町村への通知に係る

記録 

 (４) 次条において準用する第３０条第２項の規定による苦情の内容等の

記録 

 (５) 次条において準用する第３２条第３項の規定による事故の状況及び

事故に際して採った処置についての記録 

 （準用） 

第５０条 第８条から第１４条まで（第１０条及び第１３条を除く。）、第

１７条から第１９条まで及び第２３条から第３３条までの規定は、特定地

域型保育事業者、特定地域型保育事業所及び特定地域型保育について準用

する。この場合において、第１１条中「教育・保育給付認定子どもについ

て」とあるのは「教育・保育給付認定子ども（満３歳未満保育認定子ども

に限り、特定満３歳以上保育認定子どもを除く。以下この節において同じ

。）について」と、第１４条第１項中「施設型給付費（法第２７条第１項

の施設型給付費をいう。以下」とあるのは「地域型保育給付費（法第２９

条第１項の地域型保育給付費をいう。以下この項及び第５０条において準

用する第１９条において」と、「施設型給付費の」とあるのは「地域型保

育給付費の」と、同条第２項中「特定教育・保育提供証明書」とあるのは

「特定地域型保育提供証明書」と、第１９条中「施設型給付費」とあるの

は「地域型保育給付費」と、第２３条中「運営規程」とあるのは「第４６

条に規定する事業の運営についての重要事項に関する規程」と読み替える

ものとする。 

    第３節 特例地域型保育給付費に関する基準 

 （特別利用地域型保育の基準） 
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第５１条 特定地域型保育事業者が法第１９条第１項第１号に掲げる小学校

就学前子どもに該当する教育・保育給付認定子どもに対し特別利用地域型

保育を提供する場合には、法第４６条第１項に規定する地域型保育事業の

認可基準を遵守しなければならない。 

２ 特定地域型保育事業者が、前項の規定により特別利用地域型保育を提供

する場合には、当該特別利用地域型保育に係る法第１９条第１項第１号に

掲げる小学校就学前子どもに該当する教育・保育給付認定子ども及び特定

地域型保育事業所を現に利用している満３歳未満保育認定子ども（次条第

１項の規定により特定利用地域型保育を提供する場合にあっては、当該特

定利用地域型保育の対象となる法第１９条第１項第２号に掲げる小学校就

学前子どもに該当する教育・保育給付認定子どもを含む。）の総数が、第

３７条第２項の規定により定められた利用定員の総数を超えないものとす

る。 

３ 特定地域型保育事業者が、第１項の規定により特別利用地域型保育を提

供する場合には、特定地域型保育には特別利用地域型保育を、地域型保育

給付費には特例地域型保育給付費（法第３０条第１項の特例地域型保育給

付費をいう。次条第３項において同じ。）を、それぞれ含むものとして、

前節（第４０条第２項を除き、前条において準用する第８条から第１４条

まで（第１０条及び第１３条を除く。）、第１７条から第１９条まで及び

第２３条から第３３条までを含む。次条第３項において同じ。）の規定を

適用する。この場合において、第３９条第２項中「利用の申込みに係る法

第１９条第１項第３号に掲げる小学校就学前子ども」とあるのは「利用の

申込みに係る法第１９条第１項第１号に掲げる小学校就学前子ども」と、

「満３歳未満保育認定子ども（特定満３歳以上保育認定子どもを除く。以

下この章において同じ。）」とあるのは「同号又は同項第３号に掲げる小

学校就学前子どもに該当する教育・保育給付認定子ども（第５２条第１項

の規定により特定利用地域型保育を提供する場合にあっては、当該特定利

用地域型保育の対象となる法第１９条第１項第２号に掲げる小学校就学前

子どもに該当する教育・保育給付認定子どもを含む。）」と、「同号に掲

げる小学校就学前子ども」とあるのは「同項第３号に掲げる小学校就学前
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子ども」と、「教育・保育給付認定に基づき、保育の必要の程度及び家族

等の状況を勘案し、保育を受ける必要性が高いと認められる満３歳未満保

育認定子どもが優先的に利用できるよう、」とあるのは「抽選、申込みを

受けた順序により決定する方法、当該特定地域型保育事業者の保育に関す

る理念、基本方針等に基づく選考その他公正な方法により」と、第４３条

第１項中「教育・保育給付認定保護者」とあるのは「教育・保育給付認定

保護者（特別利用地域型保育の対象となる法第１９条第１項第１号に掲げ

る小学校就学前子どもに該当する教育・保育給付認定子どもに係る教育・

保育給付認定保護者を除く。）」と、同条第２項中「法第２９条第３項第

１号に掲げる額」とあるのは「法第３０条第２項第２号の内閣総理大臣が

定める基準により算定した費用の額」と、同条第３項中「前２項」とある

のは「前項」と、同条第４項中「前３項」とあるのは「前２項」と、「掲

げる費用」とあるのは「掲げる費用及び食事の提供（第１３条第４項第３

号ア又はイに掲げるものを除く。）に要する費用」と、同条第５項中「前

各項」とあるのは「前３項」とする。 

 （特定利用地域型保育の基準） 

第５２条 特定地域型保育事業者が法第１９条第１項第２号に掲げる小学校

就学前子どもに該当する教育・保育給付認定子どもに対し特定利用地域型

保育を提供する場合には、法第４６条第１項に規定する地域型保育事業の

認可基準を遵守しなければならない。 

２ 特定地域型保育事業者が、前項の規定により特定利用地域型保育を提供

する場合には、当該特定利用地域型保育に係る法第１９条第１項第２号に

掲げる小学校就学前子どもに該当する教育・保育給付認定子ども及び特定

地域型保育事業所を現に利用している同項第３号に掲げる小学校就学前子

どもに該当する教育・保育給付認定子ども（前条第１項の規定により特別

利用地域型保育を提供する場合にあっては、当該特別利用地域型保育の対

象となる法第１９条第１項第１号に掲げる小学校就学前子どもに該当する

教育・保育給付認定子どもを含む。）の総数が、第３７条第２項の規定に

より定められた利用定員の総数を超えないものとする。 

３ 特定地域型保育事業者が、第１項の規定により特定利用地域型保育を提
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供する場合には、特定地域型保育には特定利用地域型保育を、地域型保育

給付費には特例地域型保育給付費を、それぞれ含むものとして、前節の規

定を適用する。この場合において、第４３条第１項中「教育・保育給付認

定保護者」とあるのは「教育・保育給付認定保護者（特定利用地域型保育

の対象となる法第１９条第１項第２号に掲げる小学校就学前子どもに該当

する教育・保育給付認定子ども（特定満３歳以上保育認定子どもに限る。

）に係る教育・保育給付認定保護者に限る。）」と、「法第２９条第３項

第２号に掲げる額」とあるのは「法第３０条第２項第３号の市町村が定め

る額」と、同条第２項中「法第２９条第３項第１号に掲げる額」とあるの

は「法第３０条第２項第３号の内閣総理大臣が定める基準により算定した

費用の額」と、同条第４項中「掲げる費用」とあるのは「掲げる費用及び

食事の提供（特定利用地域型保育の対象となる特定満３歳以上保育認定子

どもに対するもの及び満３歳以上保育認定子ども（令第４条第１項第２号

に規定する満３歳以上保育認定子どもをいう。）に係る第１３条第４項第

３号ア又はイに掲げるものを除く。）に要する費用」とする。 

   附 則 

 （施行期日） 

第１条 この条例は、公布の日から施行する。 

 （特定保育所に関する特例） 

第２条 特定保育所（法附則第６条第１項に規定する特定保育所をいう。次

項において同じ。）が特定教育・保育を提供する場合にあっては、当分の

間、第１３条第１項中「教育・保育給付認定保護者（満３歳未満保育認定

子ども」とあるのは「教育・保育給付認定保護者（満３歳未満保育認定子

ども（特定保育所（法附則第６条第１項に規定する特定保育所をいう。次

項において同じ。）から特定教育・保育（保育に限る。第１９条において

同じ。）を受ける者を除く。以下この項において同じ。）」と、同条第２

項中「当該特定教育・保育」とあるのは「当該特定教育・保育（特定保育

所における特定教育・保育（保育に限る。）を除く。）」と、同条第３項

中「額の支払を」とあるのは「額の支払を、市町村の同意を得て、」と、

第１９条中「施設型給付費の支給を受け、又は受けようとしたとき」とあ
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るのは「法附則第６条第１項の規定による委託費の支払の対象となる特定

教育・保育の提供を受け、又は受けようとしたとき」と、「当該施設型給

付費の支給」とあるのは「当該委託費の支払」とし、第６条及び第７条の

規定は適用しない。 

２ 特定保育所は、市町村から児童福祉法第２４条第１項の規定に基づく保

育所における保育を行うことの委託を受けたときは、正当な理由がない限

り、これを拒んではならない。 

 （小規模保育事業Ｃ型の利用定員に関する経過措置） 

第３条 小規模保育事業Ｃ型にあっては、平成２７年４月１日から起算して

５年を経過する日までの間、第３７条第１項中「６人以上１０人以下」と

あるのは、「６人以上１５人以下」とする。 

 （連携施設に関する経過措置） 

第４条 特定地域型保育事業者（特例保育所型事業所内保育事業者を除く。

）は、連携施設の確保が著しく困難であって、法第５９条第４号に規定す

る事業による支援その他の必要な適切な支援を行うことができると市が認

める場合は、第４２条第１項本文の規定にかかわらず、平成２７年４月１

日から起算して１０年を経過する日までの間、連携施設を確保しないこと

ができる。 
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